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当所６号機（沸騰水型、定格出力 110 万キロワット）につきましては、

定格熱出力一定運転中ですが、平成 17 年５月 17 日、可燃性ガス濃度制御

系＊１（Ａ）系の定例試験前の確認において、当該系統が起動前の状態であ

るにもかかわらず流量計の指示が出ているという不適合が確認されました。

このため、流量変換器＊２を取り替え、確認試験を実施しました。 

その後、流量制御器＊３内の流量換算式に補正係数が用いられていたこと

がわかり、その補正係数の根拠について調査を実施しており、現在も継続

して調査しておりますが、現時点では所定の流量が確認できているとはい

えないため、当該系統が所定の流量を確保していることを確認する必要が

あると判断し、本日午前 11 時 20 分、保安規定第 47 条で定める「運転上の

制限」＊４の逸脱を宣言いたしました。 

今後、当該係数を除いた状態で所定の流量が確保できることを確認する

ことといたします。 

また、（Ｂ）系についても同様の状況にあり、合わせて確認を行います。 

 

なお、本事象による外部への放射能の影響はありません。 

 

以 上 

 

 

 

 



 

 

＊１ 可燃性ガス濃度制御系 

原子炉冷却材喪失事故時に発生する、可燃性ガス（水素、酸素）が、原子炉格

納容器内にたまり、水素と酸素が反応して燃焼を起こす事を防ぐため、水素・酸

素ガス濃度を制限値以下になるよう処理する装置。Ａ系、Ｂ系の２系統で構成さ

れている。 

＊２ 流量変換器 

    流量検出器で測定された差圧を流量信号に変換する計器。 

＊３ 流量制御器 

    流量変換器の信号により流量を制御するための計器。 

＊４ 保安規定第 47 条で定める運転上の制限 

保安規定では原子炉の運転に関し、「運転上の制限」や「運転上の制限を満足

しない場合に要求される措置」等が定められており、運転上の制限を満足しない

場合には、要求される措置に基づき対応することになっている。 
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